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一B .B.冒]ブ リ ンの 近 業 に よせ て一

栗生沢 猛 夫

はじめに

15～16世 紀 。 ロ シア で は 封建 的 分 立 状 態 が 克服 さ れ て,モ ス ク ワ大 公 国 を 中

心 とす る統一 国家 が形 成 され,さ らに その 中央 集 権 化 が は か られ ん と して い た 。

この 間 の 政 治 過 程 を め ぐ って は,こ れ ま で に も実 に多 くの研 究 が 公 に され て き

た が,長 期 に わ た る研 究 史 の な か で お お よ そ 次 の よ う な 見 方 が 通 説 と認 め ら

れ る よ う にな っ た。 す な わ ち,15～16世 紀 の ロ シ ア国 家 は,進 歩 的 な 士 族 層,

ABop班{CTBOに 依 拠 した専 制 権 力 の,反 動 的 貴 族 層60∬pαrBOに 対 す る執

拗 か つ 激 烈 な 闘 争 の な か ℃創 建 され,強 化 され た,と い う もので あ る 。

この 見 方 が 研 究 史 上 ど の よ うに提 起 され,ま た補 強 さ れ て き た か は と もか く

と して,貴 族 層 を国 家 の 統一 と強 力 な 中 央権 力 に反 対 す る反 動 的勢 力 と し,こ

れ を支 持 す る進 歩 的 士 族層 に対 立 させ る構 図 は,中 等 学 校 や大 学 教 科 書 か ら各

種 の 概 説 書 や 専 門 研 究 書 に い た る歴 史 書 に 広 く見 られ る よ うに な った1)。

とこ ろで この 見 方 に 批 判 が な か った わ け で は な い。 た とえ ば30～40年 代 に封

建 的 土 地 所 有 を政 治 史 との 関 わ りの な か で 考 察 し,幾 多 の 重要 な業 績 を あ げ た

ソ ヴ ェ トの 歴 史 家CB.ヴ ェセ ロー フ ス キ ー は,た だ の 一 度 も貴 族 層 の 中 央

集 権 化 に対 す る闘 争 と い う構 想 を 採 用 した こ と はな か った。 彼 は と くに この構

1)す でにK.几 カヴェー リンやC.M.ソ ロヴィ ヨフら 「国家学派」に よって提

唱 され,C.Φ.プ ラ トーノブや,凪n.パ ヴロフーシ リヴァ ンスキー に よって補 強

されてソヴェ ト史学 に も入 りこんだ このテーゼ とその問題性 については～ さしあた

り,A.A.3HM田,0πoπHTHqecKHx皿pe江HocLMKaxBo3HHKHoBeHH∬py㏄Koro

a6coπm盟3Ma,BKH.:A6co測 α照3M豆Pocαm,M.,1964,cTp.18-49を 参照の

こと。

〔1〕
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想 を正 面 か ら批判 した わ け で は な か ったが,モ ス ク ワの 貴 族 層 を国 内 統一 を め

ざす 大 公権 力の 支柱 とみ たので あ っ た2)。 な るほ ど ヴェ セ ロー フ ス キ ー は ソ ヴ ェ

ト史 家 の な かで も特 異 な立 場 に 立 つ 研 究 者 で あ った3)。 だが 彼 に見 られ る如 き

批 判 的 立 場 は,そ の 後 の研 究者 一JI.B.チ ェ レプニ ー ン,A.A.ジ ミー ン,

H.E.ノ ー ソ フな ど ソヴ 土 ト中世 史学 を代 表 す る歴 史 家 一 に も見 られ る よ

うに な っ た4)。 それ だ けで はな い。A.瓢.サ ー ハ ロ フ,10.r.ア レ ク セ ー

エ フ,A.H.コ ー パ ニ ェフ な ど も,部 分的 なが ら通 説 に疑 義 を 表 明 す る よ う

に な っ て い る5)。

かくして,貴 族層の性格,そ の政治的役割,経 済的基盤等々の諸問題を中心

とす る15～16世 紀 ロシア政治史の再検討の必要性が,ソ ヴェ ト史家の間で広 く

認識 されてきているといえるが,こ れまで上に示 した構想そのものを考察の対

象とし,こ れを詳細に検討レた研究は,ジ ミーンの実証的諸研究6)を 除けば,

存在 しなかった。 このたび出版 され たB.B.コ ブ リンの著書r中 世 ロシアに

お け る権 力 と所有(15～16世 紀)』7}は ま さに この よ うな 課 題 を 果 た そ う とす る

2)た とえ ばCB.Be㏄ πoBcKH営,Hccπe江oBaH瑚no買cTop四K聰ccacπy兆K凋Hx

3e欄eBπa八eπbueB,M.,1969,cTp.465-479.

3)cM。JI.B.qepel1田1H,CTeπaHBopπcoB町{1BeceJloBcK買 員(TBopqe(脳 益 ∬yTb).B

K冠.:PlcTopH冠Hrel{eaJ疋or∬ π・CB・BeceπoBcKπ 益HIlpo6πeMb【 質cTopHK(>reHea一

皿GrHqecKHxHccJ五e江oBaHH員 ・踊 ・,1977・cTp9-41.と く に23-24..

4)拙 稿 「『ツ ァ リ▽ ズム』成 立期 に お け る国 家 権 力 と都 市 民」,『 ロ シア 史研 究 』No.41

(1985)3頁 を 参 照 され た い。

5)A.M.℃aゴapoB,06pa30Ba田e∬pa3BKTKePocc曲cKororocy双apcTBaBXIV-

XVIIBB.M.,1969,㏄p91cπ.;K).r.A凋eKceeB,A.H.Ko∬aHeB,Pa3BHT亘e

ロoMecTHo営 ㎝cTeMHBXVIB・BKH・:πBopHHcTおoKKpeロocTHo澁cTpo蕗Pocc剛

XVトXVIIIBB.M.,1975,cTp.57-69.

6)と く に,A.A.3HMHH,Oπp四HHHaHBaHarpo3Horo,M.,1964.ジ ミー ンは本 稿 で,

問 題 とす る点 につ いて,そ ξ)PeΦopMHHBa服rpo3Horo,M,1960ま で は伝 統 的

立 場(「 妥 協 説 」)に 立 って お り,そ の 後 自 己の 立場 を変 え て い るgこ の 間 の 推 移

に つ い て は コ ブ リ ンの 近 著(注7)の10頁,80-81頁 の ほか に,さ しあ た り,B.B.

Ko6p班 誓,HoBe銘 田KeTpy江Honpo賎eサce賦eHTpaJ皿3a【 夏HHPyccKoro「ocyπaPcTBa,

BKH・:P㏄ ㎝ 騒Ha"yT露xueHTpa」m3a耶H・C6,cTaTe銑,M・,1982,cTp・265-269・ を

参 照 され た い 。

7)B.B.Ko6pH麗,BπacTbHco6cTBeHHocTbB ,cpe双HeBeKoBo且Pocc剛(XV-XVI

BB.)瓢.,1985,278㏄p以 下 に 本書 の 目次 を記 して お く。 序 論;第 一 章,共 同 体

か ら所 領へ;第 二章,単 一 国 家 の な かで;第 三 章,「 封 地保 有 者 が 封地 保 有 者 に た い
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もの で あ る。

1

反動的貴族対進歩的士族と専制の同盟 という捉 え方の再検討一 これが本書

の課題であった。本書の大きな特徴 は,書 名にも暗示 されているように,こ れ

を封建的土地所有の変遷とその性格の分析を通 して果たそうとす る点にある。

というのも著者には,上 の構想に関 して,「 はたして貴族層 には中央集権化 に

敵対する重大な経済的理由があったのだろうか」(3)と いう疑問があるか ら

である。「敵対的社会の社会 ・政治構造を規定する主要な要因は支配 と隷属の

関係である。まさにそれゆえにこそ権力と所有,国 家 と支配階級の経済状態 と

の関連が各時代にとって主要な問題となる。」(3)こ のように考える著者が,

貴族層を反専制にむかわしめる経済的必然性があったかどうかを問 うのも,当

然と言える。貴族層はその経済的基盤(所 有)の 性格からして必然的に反中央

集権,反 専制であったのか,と いうのである。この疑問に答えるために著者は

封建階級,と くに貴族層を中心とする勤務人階級の土地所有一 その規模,性

格,地 理的分布,所 有権の範囲等一 を分析 しようとする。封建的土地所有を

「政治史研究の手段」(4)と 著者は考えているので ある。

ところで本書の検討に入る前に,貴 族層と士族層とを対立させる上記の構想

について,さ らに一歩ふみこんでその内容を見ておこう。

この構想によれば,貴 族は,政 治的にはモスクワ君主権の強化,中 央集権化

に反対し,封 建的分権主義の立場に立つ。 このような立場は,モ スクワ国家の

強化 ・拡大が とりもなおさず ロシア国家の強化 ・拡大を意味するような時代に

あっては,反 動的であった。彼 らの反動性が最 もあらわになったのはイヴァン

雷帝の幼少期,い わゆる 「貴族支配期」であった。彼 らは社会的には支配階級

のなかでも最上位を占める階層であった。なかで も有爵貴族TKTyπOBa田He

し訴訟をおこすとき」;第四章,オ プリーチニナが侵害 しなかったもの;第 五章,

「土地をめぐる裁き」;第六章,貴 族と士族の闘争一 神話?そ れとも現実?;結 語。

なお以下に本書を引用(ま た本書に言及)す る場合はページ数のみを記す。引用

文中のカッコは特に断わらない限り原文のものである。
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60即6と よばれる諸公家出身の貴族は,そ の家門の古さを誇 りにして大公権

に対立 した。彼 らはまた国家の要職を独占していた。経済的には彼 らは 「世襲

領主」BO{一 であり,広 大な所領(「 世襲領」BO㎜)8)に 依拠 し

なが ら,自 己の封建的諸特権防衛のためにあ らゆる手を尽した。

これにたいし,士 族はモスクワ大公権を支持 し,ロ シア国家の強化 と拡大の

大義に仕える進歩的階層であった。彼 らは社会的には下層民の出身であること

が多かったが,君 主から封地mMeCTbeを 与えられて封地保有者 πOMe㎜

となり,彼 に忠実に仕えた。

一方モスクワ政府は士族の助力を得て積極的に対貴族闘争を遂行 した。15世

紀末から16世紀にかけての重要な政策や立法は,す べて反貴族的,親 士族的な

傾向性をもつものと理解で きる。たとえば16世紀40年 代末～50年 代の諸改革が

そうである。H.匠 ス ミルノーフが主張する如 く徹頭徹尾親士族的改革ではな

かったか もしれない。むしろ士族 と貴族双方の利害をはかったとする,い わゆ

る 「妥協」説の立場の方が現実に近いのかもしれない9)。 だが この時の 「妥協」

も民衆蜂起等の緊急事態の結果によるものであって,基 本的動向としてはモス

クワ君主権の反貴族的傾向には疑いがない。 この傾向が最大限に発揮されたの

がオプ リーチニナ体制(1565-1572)で あった。それは貴族層の壊滅をね らっ

たイヴァン四世の自覚的政策であり,七 年にわたるこの体制下で貴族層は政治

的 ・経済的勢力としてはほぼ解体 された。モスクワ専制体制 はここに確立 し

た。

ところで貴族 と士族があらゆる面で対立的であった爾と同様,「 世襲領」

(及び 「世襲領主」)と封地(及 び封地保有者)も あらゆる面で異なっていた。

「世襲領」はまず大所領で,世 襲することができ(Hac鵬ACTBe田 ㏄Tb),従 っ

てまた寄進 し,売 却することができるなど領主に処分権があった。またそれは

8)本 稿で はB㎜a(DOT㎜H)を 所領(領 主)と 訳すか ヴォッチナ(ヴ ォッチ

ナ所有 者)と す る。一般 的には本文に記 したよ うに訳 され る。

9)こ れ につ いて は,7鳥 山成人 「イ ヴァン四世の改革 の性格一一1550年 の ℃y江e6㎝ 旺

85条 の解釈を めぐって一 」(1),(n)『 ス ラヴ研究 』5(1961),6(1962)

を参照 のこと。
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国家 ・君主への勤務を条件づけられていなかった。,これにたいし封地は小規模

で,勤 務を条件に一代限りで貸与されたものであり,従 って世襲はできず,保

有者に処分権はなかった。また15～16世 紀,貨 幣経済が次第に発達 して くると,

保守的な 「世襲領主」=大 封建領主の経済活動は漸次危機に陥いったのにたい

し,進 取的な封地保有者はこれを巧みに利用 して,経 済的に優位な立場に立つ

ようになった。「

貴族対士族 という構想はおよそ以上め如き内容をもつ ものである。本書の著

者が批判的に検討 しようとす るのも以上の諸点に関わる。すでに記 した如 く,

通説批判の狼煙は早 くからあがっていた。著者 もおそらく60年代初めから通説

にたい して批判的な立場 をとり始め10),そ の後 も彼の師であった んA.ジ

ミーンと共にその見解を深化 させてきた。本書はその意味で,こ れまでの15～

16世紀政治史研究を批判する著者 自身の総決算の書 と言 うことができる。以下

にその内容を順を追 って見ていくことにしよう。
●

10)た ζえ ば 彼 のyKpe血e冊ePyc(xoro鵬HTpa皿30BaH期 【oror㏄yムapcTBaBo

BTopo蛾 πo諏oB田eXVIB・B:fIp師o江aBa田eHcTopm!BmKo諏e,N』.5.M.,1960,

CTP.36-47で は オ プ リー チ ニ ナ に関 して 全体 と して ま だ 通 説 の 立 場 に 立 っ て い る

(こ れ は学 校 教 育 との 関 係 か らか も しれ な い)。 同 年 のBo叩ocロHCTop囮,施.1.

㏄P.151-158のH・ レLC田pHoBの 大 著(Oqep田 ・πo碑 捌ecK磁Kc70P㎝ 【

PyccKororocyπapcTBa30"Or似oBXVIBeKa,1》L一 几,1958)に 対 す る 書

評 で は,ヴ ォ ッチ ナ所 有 者 と封 地 保 有 者 を対 立 させ る こ とに 反 対 す るな どや や 通説

見 直 しの傾 向 を 見せ て い るが,全 体 と して は い わ ゆ る 「妥 協 」 説 の 立 場 を と、って お

り,通 説 の枠 組 の うち に い る と い っ て よ い。 「妥 協 」 説 も貴 族 対 士 族 と い う枠 組 を

前提 と して い るか らで あ る 。他 方 彼 のCo蝦a価HH疏c㏄TaBo叩H噸oro双Bopa

HBaHarpo3Horo,B:ApxeorpaΦ 珊ecK騒he⊃Kero灘HK3a1959ro几'M.ボ1960,

㏄p.16-91及 びco叫HaπbHH貢co㏄aBoHp四H㏄oABop寧.AHTopeΦepaT八Hceep-

Ta㎜HacoHcKa!磁eKaH餌AaTa,M.,1961.は オ プ リー チ ニ キ約300名 の 社

会 的 構 成 を丹 念 に調 べ,オ プ リー チ ニ ナ 指 導者 の 出 身 階 層 が ゼ ー ム シチ ナ の そ れ に

比 しや や 劣 る と して も,そ の 相 違 を 過 大 評 価 して は な らな い こ とを説 き,オ プ リー

チ ニ キ の 社会 的 構 成 の い わ ゆ る 「民 主 的 性 格 」 を 否 定 した 。 こ こで は彼 は通 説批 判

の方 向へ 明 らか に一 歩 ふ み 出 して い る。
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2

第一章は北東ルーシの貴族層が もつ特徴 を明 らかにすることにあて られて

いる。問題の核心は貴族の公権 力との関係である。著者は これを貴族所領

60HPCK頒BOT㎜ が形成 される様相 を分析することにより果たそうとす

る。

著者はまず,ロ シアにおいて共同体的土地所有制がいつ崩れ,私 的所有制に

移行 したかを明 らかにしようとする。言 うまでもなく,貴 族所領に先立ってま

ず諸公領(「 村々」ce澱)が 成立 したわけであるが11),は たして貴族領はそ

れに引き続きす ぐに形成されたのかどうかという問題である。著者によれば,

後にロシア統二国家が形成されることになる北東ルーシでは,貴 族領の形成は

キエフ地方や北西ルーシの場合より遅れた。ロス トフ・ウラジー ミル地方では

12世紀中葉から知 られているが,モ スクワを含むウラジー ミル以西の地方では

それよりも遅かった。それが13世 紀初頭まで(す なわちバ トゥ軍侵入以前)に

成立していたかどうかは明 らかではない。だがかりにそうであったとしても,

13世紀30年代末のバ トゥ軍の侵入は防衛戦の前面に立った貴族階級を壊滅させ,

わずかに発展 し始めていたであろう貴族所領の大部分を粉砕 しつくしたであろ

う。それゆえ北東ルーシめ貴族所領 は事実上13世 紀後半に成立 したといってよ

い。

北東ルーシにおける貴族領のその後の発展のテンポも極めて緩慢であっ牟。

それは数 も少なく,規 模 も小 さかった。圧倒的に自然経済的な条件下では貴族

らは自己の必要の充足を越えて,市 場むけ生産を考えることはなく,彼 らの所

領は一種の 「副次的経済」(41)に とどまっていた。大所領 はこの段階では不

要であった。 もちろん貴族所領 は少 しずつ発展 して行 ったが,基 本的にはこの

ような状態が15世 紀後半まで続 く。北東ルーシではこの頃になっても国有地農

民の保有地の方が貴族所領に優っていた。加うるにまだこの時期には森林が うっ

11)さ しあ た り0.1凱PaπoB,KHH滋ecKKeBm双eHK∬HaPy㎝BX¶epBo藍no鳳oBHHe

XIIIB。M,1977を 参 照 。
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蒼 と茂 って いた 。貴 族領 も,そ れ を上 回 る農 民 保 有 地 も森 林 の大 海 の なか で,

開 墾 に悪 戦 苦 闘 して い たの で あ っ た。L

北 東 ル ー シ に お け る貴 族領 の 発 展 の 緩慢 さ は貴 族 階級 そ の もの の未 成 熟 を暗

示 して い る よ うに思 われ るが,こ の 点 で よ り興 味深 いの は,貴 族 領 成 立 の道 を

め ぐ る問 題 で あ る。 この点 につ い て研 究 者 の見 解 は分 れ て い る。K).r.ア レ

ク セ ー エ フ やJI.Bチ ェ レプ ニ ー ンは,原 始 共 同体 内 の 階 層 牙 化 の 結 果,漸

次 小 領 主が 形 成 されて い っ た と し,い わ ば 「下 か ら」 の 道 の重 要 性 を説 い て い

る12)。著 者 に よれ ば,こ の説 の弱 点 は,そ れが 論 理 的 に構 築 さ れ る の み で 史 料

的 裏 付 け を欠 い て い る ことで あ る。 これ に た い し 「上 か ら」 の道,す な わ ち諸

公 によ る領 地 の一 部 の下 賜 とい う方式 の例 は史 料 的 に十 分 に裏 付 け られ て い る。

それ ゆ え著 者 はCB.ユ シコ フ13)と と もに 「上 か ら」 の 道 を主要 な方 式 で あ っ

た と考 え て い る。(「北 東 ル ー シに お け る大 所 領 の形 成 の 主 た る道 は… … 公 か ら

の下 賜 で あ った。」(44))

著者 によ れ ば,大 所 領 の形 成,す な わ ち封 建 化 の この 二 つ の 道 をめ ぐる問題

は,公 権 力 と他 の封 建 階 級=土 地 所 有 者 の関 係 をめ ぐる問 題 に と って 極 め て重

要 で あ る。 北東 ル ー シで封 建 化 が 「上 か ら」 行 われ た と い う こと は,こ の 地方

で の 公権 力 が キ エ フ地 方 の場 合 と比較 して,最 初 か ら相 対 的 に よ り強 力 で あ っ

た こ と を示 して い るか らで あ る。 同時 に そ れ は貴 族 の土 地 との結 びつ き を弱 く

し,,逆 に彼 らを公権 力 に強 く従属 せ しめ たの で あ っ た。 キ エ フ時 代 に あ っ て は

諸 公 は 自 己 の親 兵 と重 要 な 案 件 にっ いて常 に 「協 議 」 し,後 者 の同 意 な しに は

遠 征 に立っ こ ともなか った。遠 く離 れ た ロ ス トフ ・ス ー ズ ダ リの地 で は,ド ニ ェ

プ ル地 方 か らや って き た諸 公 は初 めか ら は るか に大 きな権 力 を ふ る う こ とが で

き た。 こ こで は親 兵 は初 め か ら公 の 奉 公 人 の地 位 に あ っ た の で あ った14)。

12)K).r.A孤eKceeB,ArpapHa兄 ∬co【脚aabHaHHcToPH5{CeBep(レBocToqHo疏Py㎝

XV-XVIBB・neρe冠cπaBcKH爵ye3基M・-JL1966,cTp48,51-52;JLB.

qepe㎜H,BoT町 田H㏄ 寵paBoHaPy㎝XIV-XVBB.BKH.:npo6πeMb【coUHa-

」1bKo弓KoKo㎜ec【 ζo直叛cToP四Pocc㎜ ・M,1971,cTp.13-16.

13)CB.K)皿KoB,OqepKH∬oHcTopHH'Φeo八a皿3MaBIくHeBcKo直Pyc匹M.-JL,

1939,cTp.244-247.

14)14-15世 紀 ロシア貴族の領地 との結 びつ きが弱か った乙とは,C瓢.ソ ロヴ ィ ヨ
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第二章の課題は,モ スクワ大公国によるロシア統一事業の最中に,独 立を失っ

た諸公 とその一族及び子孫 ㎜Taの 地位がどのように変化 したのかを明

らかにすることである。 これらの諸公はその後漸次モスクワ貴族階級の一員 と

なって行 くのであるが,彼 らがモスクワ国家内で反中央集権的勢力となったの

かどうかが,問 題の核心である。著者はここでも諸公の旧領土(領 地)の 性格

・の変化を追うなかで
,以 上の問題に答えんとしている。

さてモスクワによる統一事業 とそれに続 く中央集権化は一朝にしてなったわ

・けではない。「全ルーシの君主」 と並んで旧独立諸公も一定の権力を保持 して

いた。権力のこの分散性は土地所有の分散性 と階層性に対応している。それゆ

えモスクワ君主にとって,領 地に対する諸公の特別の権限を通常の領主権に変

え,そ れによってすでにモスクワ大公の家臣BaccaπHと なっていた彼 らを,

さらに臣下 ∬0几ユa朋Heの地位へ と落 としめることが重要課題となった。

ところで諸公国の独立喪失の道が多様であったように,諸 公のその後の運命

も一様ではなかった。 リトワ大公国へ と去った最後の トヴェー リ大公や リャザ

ン大公の例 もあるが,ほ とんどの諸公はモスクワ大公に仕え,や がて全ロシア

封建階級の上層を構成するようになった。すなわちすでに14世紀にベロゼルス

ク,オ ボレンスク,ス タロドゥプ諸公が,ま たスーズダリ・ニジェゴロド諸公

の子孫 てシューイスキー家など),さ らに大人数を擁するヤロスラヴリ,ロ ス ト

フ に よれ ば,彼 らの 姓(名 字)の 特 殊 な 形 成 の され方 に も現 れ て い る。す な わ ち,

ロ シ ア貴 族 家 系 の 大 部 分 は,所 領 名 か らで は な く,父 方 の先 祖 か らそ の姓 を得 て い

る。 他 方 フ ラ ンスや ドイ ツの 貴 族 は そ の 領 地(城)の 名 よ り得 て い た(de...や

von_)。 ポ ー ラ ン ドで は 所 領 名 に発 す る～skiが 一 般 的 で あ る。 ロ シ ア に も同 様

の形 一CK曲 が あ るが,コ ブ リ ンに よれ ば,15-16世 紀 には これ は 比 較 的稀 で あ っ

た。 ㎝ ・(LM・Co調oBbeB,HcToP瑚Pocc㎜[c双peBHe盤 皿HxBpeMeH,K跡III,M.,

1963,cTp・705-706;B.B・Ko6四H,re買eaπor買 鉦KAHTpoπoH㎜Ka(mpycc㎜

MaTepm皿aMXV-XVIBB.>BIα{・:HcTop瑚KreHeaπorH∬.cTp.98c乱 著者 は

以 上 の 如 き観 点 か ら,王 権 に 対 抗 した西 欧 の貴 族 や ポ ー ラ ン ドの マ グ ナー トと比 較

で き るの は ロ シ ア の貴 族 で はな く,(分 領)諸 公 で あ る と考 え て い る 。 こ の 観 点 は

彼 の オ プ リー チニ ナ観 に も影 響 を 与 え て い る(後 述)。
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フ諸公,ま たチェルニゴフ諸公の末商(オ ドエーフスキー,ヴ ォロ トゥインス

キー,モ サー リスキー,メ ゼーツキー各公家)炉 モスクワに仕えるようになっ

ていた。だがこれ らの諸公と以前からモスクワに仕えていた譜代のモスクワ貴

族 との融合の過程は一様ではなかった。ある諸公は長期にわたって諸公特権 を

部分的なが ら維持 し続けたのにたいし,別 の諸公は急速にそれを失い,一 介の

領主層に転落 していったのであった。

諸公特権がモスクワ支配下にあっていかなる変質を蒙 ったのかを検討するに

際 し,著 者が採用 した方法は興味深い。彼によればこの点を解明す るための直

接的史料は存在 しない。そこで間接的史料による以外にない。それは諸公が発

した寄進文書である。修道院は諸公か ら小地主にいたる諸領主から盛んに寄進

をうけたδその際領主側から寄進文書が出されたのであるが,そ れは独立性を

維持 している諸公のものとそれ以外の領主の とでは当然異なる性質をもって

いた。前者 は恵与状1濯aπo㎜ 孤rpaMOTaを 発 し,後 者は単な る贈与状

πal皿aHrpaM(㎜ を与えた。両文書は形式的に明確に区別 されていた。前者は

いわば国家権力の発動による公的な文書で,発 布者(諸 公)は 土地を恵与ない

し下賜する。他方後者は基本的には私人間の契約ないし取引文書で,必 ず 「証

人」による確認をともなう。

恵与状により諸公は若干の 「インムニテー ト」特権一 領民にたいする裁判

権,租 税の(一 部の)免 除等一 を与えることができた。言 うまで もなく特権

の下賜は,下 賜する側にそれを自由に処分する権限のあることを前提 としてい

る。かくして恵与状の存在 を通 してわれわれは,諸 公がかつて享受 していた統

治権の一部を保持 していたことを知りうるし,彼 らが下賜 した 「インムニテー

ト」特権の性格から,彼 らが保持 していた権限の範囲を推定しうるのである。

以上の如き予備考察の後,著 者は北東ルーシの主な諸公家の公権㎜e㏄He

∬paBa(な いし主権cyBepe㎜eロpaBaま た公特権㎜e㎜e∬p㎜e㎜)

の変質の様相を描 き出そうとする。それによると最 も早 く,ま た短期間に自己

の公権 に制限を受け,モ スクワ大公の家臣 となったのは,ス ーズダリ・ニジェ

ゴロド諸公とオボレンスク諸公であった。両者ともに15世 紀中頃にはすでに自

/
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己の公権をほとんど完全に喪失 していた。 これにたいしヤロスラヴリ諸公,ス

タロドゥフ儲 公は比較的長期にわたってその公権を維持 していた。またベロオー

ゼロ諸公は15世紀にはその公権の相当部分を奪われたが,完 全に失ったわけで

はなかった。ロス トフ諸公は15世紀中頃には故地における領地をほとんど奪わ

れ,1474年 以後は公権 も失 ったが,そ の代償に故地以外の各地方に広大な所領

を得ていた。

最も長期にわたってその公権を維持 していたのはオカ川上流域地方の諸公

(オ ドエーフスキー家等うである。この地方の諸小公国はモスクワとリトワ両

大公国の国境地帯にあったために,諸 公は14～15世 紀の間,あ るいは リトワに,

あるいはモスクワに仕え,そ の特権を維持 しやすかったのである。15～16世 紀

になると彼 らは次第にモスクワに引きつけられて行 くが,そ れはあくまで も

「勤務公」c脚 職e㎜bπ としてであった。すなわち家臣 となって も,

その主権を保持 したままで勤務 したのであった。彼 らは16世紀中葉になっても

まだ自己の裁判権,軍 隊を有 し,い くつかの都市には代官を配 していた。それ

ゆえこの時にいたるまで彼 らは大公の 「貴族会議」のなかには入らず(つ まり

貴族 とはならず),一 定の自立性 を保 っていたのである。

かくしてモスクワによる諸公特権の剥奪は時には一世紀以上もかかる長期的

事業であった。その道 も当然様々であった。ある場合には,そ れは旧公権のモ

スクワ大公への直接的移行 という形をとった。だがそれに劣らず重要だったの

は漸進的な道であった。すなわち諸公は漸次その特権を失い,大 公の貴族会議

に入り,軍 司令官として勤務 し,司 法案件を処理するようになった。この場合

彼 らの多 くは故地 とのつなが りを,全 面的にではないにせよ,'断 たれ,モ スク

ワ国家の全域で勤務についた。それゆえ多かれ少なかれ故地における父祖伝来

の領地po江OBHeKH㎜e㎝eBα 四㎜ を奪われ,代 わ りに他地方に所領を

得 るようになった。

諸公が新たな領地(ヴ ォッチナと封地)を 手にいれる方法は様々であった。

大公相手の交換,購 入もあれば,モ スクワ貴族家門との婚姻関係による婚資と

して獲得する場合もあった。また公への勤務が各地方で所領を得ることを可能
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に したことは当然だが,モ スクワの分領諸公(モ スクワ大公の親族)へ の勤務

もまた新所領 をもたらした。重要なのは,彼 らが獲得 した新所領は法的にはも

はや これま℃の公領(分 領ないし半ば分領)と 同 じではなく,単 なる所領にす

ぎぬ ことであった。この旧公領と新所領との融合の過程は,依 然 として諸公の

手中に残っていた父祖伝来の領地一 彼 らはそこでは主権者 としてふるまって

いた一 の地位にも影響を与えた。それらも新所領 と同様の通常の貴族所領 と

なっていったのである。

か くして 「国家の中央集権化は,新 たな全国的諸機関の創設や専制の強化の

みならず,諸 地方間の差異の漸進的解消と支配的封建領主層の移住と融合 とい

う形において も,行 われた。」(68)諸 公の貴族化が中央集権化の一結果であっ

たのである15)。

16世紀中葉のモスクワ政府の一連の土地政策もこのような推移のなかで理解

されなければならない。1551年5月11日 政府は有名な土地に関する布告を発布

した16〕。 これは トヴェー リなど若干の地方の領主に君主の許可な くして所領を

他地方出身者に売却す ることを禁 じ,さ らにスーズダリ,ヤ ロスラヴリ,ス タ

ロドゥプ諸公に所領を修道院に寄進 したり,「相続権者」BOT捌 ・以外の者 、

に売却す ることを禁 じたものである。 この布告についてはすでによく知 られて

15)著 者 に よ れ ば,「 公 」K糊3bの 語 義 が この 頃 変 化 した の も以 上 の 動 き と関 係 す

る。 か っ て そ れ は 独 立(あ るい は 半 ば 独 立)公 国 の 支 配者 の み を さ した 。 そ れ は称

号 で あ り,役 職 で あ った 。 だ が 今 や 「公 」 は 公 国 を 失 い,そ れ ゆ え 称 号 と して の意

味 も失 った 。16-17世 紀 に一 般 化 した 「貴 族公 」60叩 媚KH照bと い う結 合 は15

世 紀 初 頭 ま で は考 え られ な か った 。15世 紀 中 葉 か らこ れ が変 った 。 諸 公 は 「公 」で

あ りな が ら,貴 族 会 議 の メ ンバ ー とな った 。 「公 」 は 単 な る尊称 と な っ た 。 そ れ は

貴 族 や 侍 従OKO価 ㎜ 藍 な ど と比 較 して 実 体 の な い 肩 書 と な っ た 。

16)ス トグ ラフの 一 部 く第101章)。 テ ク ス トに つ い て は 鳥 山 前 掲 論 文(m6-7頁

を参 照 。 最 近 刊 行 され たPocc曲cKoe3aKo聡oAaTeπbcTBoX-XXBeKoB,帖II.暑

3aKo登oπaTeπbcTBoロepKo双ao6pa30B… ㎜ 躍HyKpeme照 分PyccKoro玖eETpa紐30-・

BaHHororocyAapcTBa・M.,1985.cTμ376-378に も テ クス トは 含 ま れ て い る。

こ こで は 以 下 に問 題 とな る 〈皿MOBOTq四b>の 句 は く田MOBOT服 燗〉と な って

お り(異 文 の箇 所 でBOT鴨bが 示 さ れ る)問 題 の複 雑 さ が うか が わ れ る。
、
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いるので1η詳述 しないが,古 くからそれが諸公 ・貴族の経済的基盤を破壊 しよ

うとした ものとする理解が一般的であった。

だが著者によると,こ の見解 は一っの論証されない仮定から出発 している。

それは所領処分権の制限は反領主的新立法だとする点である。すでにC.B.

ロジェス トヴェンスキーが このような見方に対立する見解を表明 し,そ の後も

各種の批判が相ついだが18},著者も批判的立場に立つ。それによると,ト ヴェー

リ等の領主にたいする禁止は,モ スクワ政府がかつて諸地方の併合をスムーズ

に行 うために取った領主保護の政策の延長線上にある。従ってそれは領主権の

制限であるよりは,む しろ彼 らの特権(「 旧習」)の 保護をはかったものであっ

た。スーズダリ等の諸公にたいす る禁止 も同様 「保守的性格」を有 している。

それは個々の公による所領処分権に制限を加えることにより,一 族全体の所有

権を保護 しようとしている。それゆえそれは分領制期に遡 る一種独特の公団体

㎜e㎝eKop∬opa㎜ の利益を防衛 しているという19)。

以上本章の叙述 をまとめよう。

統一国家の形成に際 して,モ スクワ政府は各地の諸公や封建領主をまず家臣

に,っ いで臣民に変えて しまおうとした。諸公や他の支配階級諸グループはモ

スクワの支配下で漸次融合 し,単 一 の全 ロシア的封建階級を形成 した。だがモ

スクワ政府のこの政策は決 して一直線に行われたわけではなかった。それを首

尾一貫 して反諸公 ・反貴族的とする見解は現実を正 しく見ていない。確かに政

府は大規模な所領没収や強制移住,軍 事的懲罰や処刑という手段を用いた。だ

がそれだけではうまく行かなかった。時には政府は効果的に中央集権化をはか

17)鳥 山論文(皿),6頁 以 下。

18)研 究者名のみを記そう。
,B.0.ク リュチェフスキー.CB.、 ヴェセローフスキー,

B.A..ロ マーノブ,H.E..ノ ー ソフ,A.A.,ジ ミー ン,B.=H.フ ロリヤ ら

である。

19)著 者はこの布告 との関連で,さ らに 「選抜会議」政府 の性格 につ いて言及す る(80-

81)。 著者 はA.A.ジ ミー ンと ともに今や その 「妥協」説的 理解 を放 棄 し,そ れ

を世紀 中葉の激 しい民衆運動 を前 に して 支配階級 の強化 をはか った 「支配階級統合

の政府 」 とみた。 これは一見 して 「妥協」説的解釈 にみえ るが,注 意 しなければ な

らないのは,著 者 の 「支配階級」 とは諸公 や貴族等の従来か らの支配階級 をさすの

であ って,い わゆ る士族層 は含まれないデ とい うことで ある。
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るため,諸 公やその家臣に特権を与え,甘 い約束を与えねばならなかった。政

府は彼 らの所領を安堵 し、統一国家全域にわたる「勤務人冨領主団体」c嚇 欄q

3e欄e㎜ 及e皿・肥㎝eKopnopa㎜ の創設 を保 証 した。 か くして多 くの地

方の諸公や トヴェーリ,リ ャザ ン,ベ ロオーゼロの領主階級は16世紀中葉にい

たるまでその故地における自己の所領にたいする特別の権利を保持 した。確か

に政府はこのような譲歩策によって,分 領制期の遺制の存続 に力を貸すことに

なった。だがまさにそのこと.によって広範な諸公 ・封建階級の統一国家への支

持 ・協力を取りつけることに成功 した。それは少なくとも初期の段階で中央集

権化を効果的に押 し進めることのできた一因であった。

4

第三章は新 しいタイプの封建的土地所有(封 地)の 成立をめぐる諸問題の検

討にあてられる。問題の核心は,そ れが従来か らのヴォッチナと対立するもの

であったのかどうか,封 地制度の成立の歴史的意味は何であったのか,に ある。

最初の問題は所領 と封地の相違についてである。両者を対立的なものとみ

る立場(既 述)に たいしては,す でにA.A.ジ ミーンが,所 領 も相当程度条

件付であったこと,所 領 と封地の境界は越えられないものではなかったことを

指摘 したが20,,著 者はさらに一歩進んで,両 者を対立させることのみならず,

そもそも封建階級をヴォッチナ所有者と封地保有者の二つのカテゴリーに分け

ることが問題だと考えている。

まず著者によれば,同 一人物が所領 と封地を所有 している例が数多 くある。

ヴォッチナ所有者 と封地保有者は重なりえたので ある。

両タイプの土地を世襲的か否かで区別することも困難である。一般に16世紀

後半ないし17世紀前半から両タイプの領地の融合が始まり,そ の過程は1649年

20)A.A.3㎜,H3HcTop田InoMecT隠oro3e皿e聞a汲eH翼"HaPyc吼BonpocH

HcToP田i,1959,♪&.11.cTp132-134さ らにK》r・ ア レク セ ー エ フ,A・PLコ ー

パ ニ ェ フ,A瓢 .サ ー ハ ロ フな どが ヴ ォ ッチ ナ所 有 者 と封地 保 有者 の対 峙 に反 対 し

て い る。
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法令典で頂点に達 し,1714年 に完了 したとされている21)。最近ノヴゴロドにお

ける封地研究に基づいて融合はすでに16世紀前半から始まっていることが指摘

されているが,そ の場合でも封地がその制度の発展にっれて初めて相続 されだ

した,と する考え方は依然として変わっていない。ところが著者によれば,ま

さにこの点が論証されていないという。「史料は……封地が そもそ もの初めか

ら(す なわち15世紀末一16世 紀初頭か ら～ 栗生沢注)(法 的にで はないにせ

よ,少 なくとも事実上は)世 襲的であったことを示 している」(93)と 著者 は

みている。

勤務義務の有無 も両者を区別する材料にはならない。著者によれば,こ の時

期には封地保有者は言 うまで もなく,「すべてのヴォヅチナ所有者が,最 小の

それを除いて,勤 務 していた」(101)か らである22)。

では両者の相違点は何であったのか。著者によれば主たる相違は,封 地の場

合,売 却 したり,抵 当にいれたりまた修道院に寄進 したり出来ないという点に

あった。そしてこの点に著者は封地制度発生の主要原因を見ている。すなわち,

15～16世 紀モスクワ国家はその積極的な内外政策のため,従 来に増 して多数の

兵力,勤 務人階級を必要 とするようになっていた。政府は彼 らに土地を供給す

る責務があった。諸地方の統一 ・併合の結果,分 与すべき土地の予備に不足は

なかった。ただ しそれを処分可能なヴォッチナとして分与 したのでは,や がて

修道院の手に渡って しまう危険性があった23)。かくして処分の出来ない封地 と

して分与 されたのであった。

21)さ しあた りB.H・ByraEoB,A・A・npeo6pa猟eHcKH藍,9・A・THxoHoB,∂Boπ10皿Hπ

Φeo双a」皿3MaBPocc田1,1》L,1980 ,cTp,166以 下 とくに169を 参 照。
22)著 者 はさ らに別 の箇所で,規 模 の点で も所領 と封地 の間 に決定的 な差異 はなか った

ことを主張 する(139-141,209-210)。 もちろん平均す れば所領 の方 が広 か った の

で あるが。 また所領が経営危機 に陥 っていたとい う通説 も,著 者 によれ ば論証で き

ないとい う(197-198)。 これ については鳥 山論文(∬)21頁,ま た鳥 山成人rロ シ

ァ ・東欧 の国 家 と社会 』,恒 文 社1985,121頁 を も参照 。

23)統 一 完了 後,封 地用 の土 地予備 の不 足が解 消されたとす る見解 は注 目される。 もし

そ うな らイヴ ァン三世政府が わざわざ教会,修 道院所領の国有化 を企て(1503年)

な くともよかった,と 考え られるか らであ る。 もっと も著者 はそう考 えていないの

だ が。

と ころで 著者 は こ こで,こ の時 期の教会 。修道 院所領の増大が世俗封建所領 を犠
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ところで封地 となったのは具体的にはいかなる土地であったのだろうか。北 噛

西ルーシでは在地領主のヴォッチナが,ま た国の中央部では大公の御料地及び

とくに国有地(農 民保有地)が 封地に転用された。封地 は 「大公の土地」であっ

たことが,国 有地の封地への転用を容易にした。ヴォッチナが封地の源泉となっ

たのは,政 府が所領没収を行い,大 規模な強制移住をともなった地方(ノ ヴゴ

ロド,プ スコフ,ス モレンスク等国境地方)だ けであった。

次に封地制度の成立の時期について。一般的には,15世 紀末段階においては

この制度がもっぱらノヴゴロド的現象であったことが主張されているが24},著

者は,そ の頃にはこれが全ルーシ的現象になっていたことを主張する。それに

よると,ノ ヴゴロドにおける封地制度の成立を主張する論者は,普 通モスクワ

による併合の際のそこにおける封地の大量分与のことを念頭においているが,

彼 らは,ノ ヴゴロ ドから他地方へ移住せ しめられた者 らも同様に,モ スクワ国

家の各地で封地を得ていたことには注意を払っていない,と いう。ノヴゴロド

では併合後1000人 以上が所領を失った。そして彼 らの大部分は中部 ・東部 ロシ

アで封地を得ていたのである。 とはいえ,こ の時期中央 ロシァにおいて封地を

得たのが,ノ ヴゴロド出身者だけではなかったことにも留意 しなければな らな

い。中央ロシアにおいてもこの制度は驚 くほど急速に展開 していたのである。

では新たに封地を得た人々(初 期の封地保有者)は いかなる階層の出身者で

あったのだろうか。すでに示 したように,通 説では小勤務人からなる新たな社

会層が封地保有者=士 族層として台頭 してきた,と 説かれていた。著者はこの

見方の当否を確かめるために,15世 紀末一16世 紀前半の封地保有者の社会構成

を分析する。とくに トヴェー リ地方とスモレンスク地方の東部諸郡(ヴ ャジマ,

トロペッ)が 分析対象に選ばれる。その結果は以下の如 くである。

トヴェー リ郡の封地保有者のなかで最大のグループは諸公をはじめとする古

くか らのヴォッチナ所有者層であった。1539/40年 以前に彼 らが保有 していた

牲 に して行 わ れ た と考 え て い る(104)が,こ の 問 題 は よ り複 雑 で あ る 。 さ しあ た

り拙 稿 「ヨシ フ ・ヴ ォ ロ ツキ ▽ の 政 治 理 論 」(皿),rス ラヴ 研 究 』17(1973),

216-217ペ ー ジ(注50)を 参 照 の こ と。

24)た と え ばAπeKc㏄BIKonaHeB,yKa3.co騒.cTp58.
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封地は面積で全体の70%で あった。他方小勤務人層が得ていたのは30%に すぎ

なかった25,。しか も1539/40年 になると前者の割合はさらに増 し(80%),封

地保有者の社会構成に貴族化の傾向が強まったのである。

15世紀末から16世紀初頭にかけて リトワか ら奪取 されたヴャジマ,ト ロペツ

両郡においても同様,封 地を受けたのは何 よりもロシア国内の各地からや って

来た古 くからの勤務人層の家柄に属す者たちだった。

著者によると以上三地方の例は,多 かれ少なかれロシア国家の他の地方にも

あてはまる。大規模な移住やそれにともなう封地の授与は1ノ ヴゴロドの場合

におけると同様,当 該地方にのみ関連 したわけではなかった。新領主を送りこ

んだ諸地方にも大きな影響を与えた。封建階級の構成における地方的閉鎖性が

漸次消え,こ こで も全 ロシア的封建階級の形成が促されたのである26)。

かくして,封 地制度成立の歴史的意味は 「領主階級の新 しい要員の創造にあ

るよりは,増 加 しつつある古 くからの封建家門への土地の保障にあった。」(133)

封地制度は軍事力強化 と国家の発展のために創設された。だが16世 紀前半まで

の段階では,ま だ支配階級に新たな社会層をひき入れる必要はな く,旧 門閥貴

族層の経済条件を改善 してやることで十分であった。政府は彼 らをこそ国家の

中枢と考えていたのである。

この段階では封地 と所領はまだ多くの点で似かよっていた。相違点は処分で

きるかどうかにのみあった。だが16世 紀後半になると両者の相違ははっきりし

てくる。封地保有者の社会的構成に大変化がおき始めた。軍事力のさらなる強

化と南西地方及びヴォルガ流域地方への領土の拡大が,旧 門閥 と何 らの結びつ

25).封 地保有者 の社会的構成を調べ るの に,著 者は各社会 層が保有 す る封地面積を分 析

しよ うと して いる。 これ は著者 の主張す る通 り(119),メ リッ トもあ るが,や は り

各層 の人数が分か らな ければ不十分であ る。

26)な お著者 はこの段階で は諸領主 の移住が強制的では なく(強 制的であ ったのは ノヴ

ゴ ロ ド,プ スコフ,ス モ レンスクか らの移住のみであ った),そ の点 でオ プ リーチ

ニナ期の移住 とは異 なることを指摘 して いる。領主 らを 自発的 に移住 に応ぜ しめた

原 因はモスクワ国 内における封建階級 の員数 の急速な増加や分割相続等 によ る土地

の目減 りで あった。良質 な勤務人階級 の確保をめ ざす大公政府の奨励のあ った こと

は,も ちろんで ある。
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きももたぬ,多 数の新 しい階層を支配階級にひきこんだ。彼 らが漸次封地保有

者の主流となった。

それゆえ少な くとも16世紀前半までは,封 地保有者とヴォッチナ所有者を異

なる社会的カテゴリーとみて対立させることは誤りである。同様に貴族層と士

族層を対立させることも誤りである。前者がヴォッチナ所有者で後者が封地保

有者であったわけではなかったからである。

5

貴族対士族という構想を唱える研究者たちが最 も重視するのはオプリーチニ

ナ体制である。 この体制により雷帝は士族(オ プリーチニキ)の 助力を得て貴

族に対する断乎たる闘いを挑み,こ れを粉砕 したと説かれる。第四章はオプリー

チニナの土地政策を検討するなかで,こ のような見方の是非を論ずる。

最初に著者はオプ リーチニナ導入直前のロシァにおける土地所有状況を概観

する。オプリーチニナの土地政策が客観的条件に照 らし合わせてみて適切なも

のであったかどうかを判断することができるようにである。著者によると,当

時封建的土地所有の形態は一様ではなかった。分領公国が依然 として存在 して

いただけでなく,半 ば分領公国的な所領,大 小様々な所領,同 様に多様な封地

が(広 大な教会 。修道院領 とともに)混 在 していた。既述の如 く,傾 向 として

は各種の所領は融合 し,平 均化が進んでいた。だがそれはあ くまでも傾向であっ

た。現実には分領制期の遺制としての土地所有形態の多様性が封建階級内部に

おける社会的 ・地方的差異とともに温存されていた。勤務人 ・領主層の地方的

諸団体 も存在 し続けた。

このような状況のなかで政府が遂行すべき土地政策の枠はおのずか ら定まっ

ていた。「選抜会議」政府は,1551年5月11日 の布告にみ られるよ うに,こ の

枠内で合理的な政策を遂行 した。著者によれば,こ のような自然の流れを中断

せ しめたのがオプ リーチニナであった。

さてオプ リーチニナを門閥貴族層(の 広大な土地所有)粉 砕のための手段と

みる見方の核心にあるのは諸公 ・貴族のオプリーチニナ領からの追放 と領地没
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収 とい うテ ー ゼで あ る。C,Φ.プ ラ トー ノ ブ に端 を発 し2η,・今 日広 く受 け い

れ られて い る この テー ゼに は,も ち ろん批 判 が な い わ けで は な い。 す で にnH.

ビ ビ コフが,オ プ リー チ ニ ナ に編 入 され たの は諸 公 ・貴 族 領 の 多 い地方 で は な

く,む しろ 中小 封 建 領 主 の多 い地 方 で あ った こと を主 張 した捌.著 者 も と くに

P.r.ス クル ィ ンニ コ フ(とB.H.コ レ ッ キ ー)の 見 解29)を 批 判 的 に 検 討 し

な が ら,結 局 の と ころ 上 の テ ー ゼ を 裏づ け る史料 は何 もな い こ とを主 張 して い

る。

と こ ろで ス クル ィ ンニ コ フは ジ ミー ンの最 大 の批 判 者 と して,通 説 の 再 建 を

目 ざ した 研 究 者 で あ るが,分 領 制 期 の遺 制 の16世 紀 に お け る体 現 者 を諸 公 ・貴

族 層 全 体 と考 え た 。 な か で も彼 は最 大 の 土 地 所 有 者 で あ っ た ス ー ズ ダ リ諸 公

(シ ュー イ ス キ ー家 な ど)の 重 要性 を強 調 しな が ら,オ プ リー チ ニ ナ の 主 た る

矛 先 は彼 らに む け られ た と主 張 した。 これ に た い し著 者 は,こ の 時 期 ス ー ズ ダ

リ諸 公 の 多 くは(第 二 章 で 示 され た よ う に)す で に故 地 に お け る所 領 を 奪 わ れ

て い た こ と,ス ー ズ ダ リ諸 公 に分離 主 義 志 向 が あ っ たか ど うか は論 証 され て い

な い こ と,彼 らが 最 大 の 土 地 所 有 者 で あ った か ど うか は,他 の 諸 公 家 の土 地 所

有 と丹 念 に比 較 して 始 めて 主 張 で き る もの で あ る こ と等 を指摘 して,彼 の 見解

を斥 けて い る。

ス ク ル ィ ンニ コフ は さ らに,1565年 の カザ ン地 方 へ の大 規 模 な 追 放刑 を と く

に重 視 し,そ れ に伴 う領 地 没 収 を 「オ プ リー チ ニ ナ土 地 改 革 」 とみ な したが,

著 者 は ス ク ル ィ ンニ コフの 誇 る この 新 説 を根 本 的 に批 判 して い る。 た と えば ス

ク ル ィ ンニ コフ は カ ザ ン地 方 に封 地 を得 て い る諸 公 等 をす べ て(軍 司 令 官 以 下

カ ザ ン行 政 に従 事 して い る者 も含 め て)流 刑 者 と考 え たが,著 者 は,わ ず か10

27)CΦ.nmToHoB,OqepKHnoKcTopHHCMyTblBMocKoBcKoMrocy江apcTBe

XVI-XVIIBB,H3乃TpeTbe,Cn6.1910,cTp.147-150.

28)r.H.BH6HKoB,KBo∬pocyoco叫KaJIbHoMcocTaEeo∬ 四 ㎜KoBHBaHarpo-

3HorαTpyムHrocyAapcTBeHHoroHcTop四ecKoro,My3e牙,BHILXIV.1941,cTIあ

5-28.さ らにCB.ヴ ェセロー フスキー,A.A.ジ ミー ン,CM,カ シター ノブ

らもそれぞれの立場か ら批判 を加えている。

29)と くにスクルィ ンニコフの二著が重要で あるρP.r.CKP㎜OB.

Haqa孤oollp㎜HbLJI.1966;eroユKe,OHp困HH敢TeppoILJI.1969.
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数年前に征服 された地方に政治的に好ましくない諸人物を監視 もつけずに多数

送りこむことなど考えられないとして,カ ザ ン追放の規模に疑問を投げかける。

また著者はスクルィンニコフの主張に反 して,諸 公のなかには流刑を免がれた

者のいることを実例をあげて示 している。 この流刑が一年足 らずで解除され,

多 くの者が帰還を許されたことに関するスクルィンニコフの説明 も説得的でな

いという。

著者によれば,ほ かな らぬオプ リーチニナが諸公 ・貴族領を粉砕 したと考え

ることはできない。第二章に示されたように,す でにオプリーチニナ以前に諸

公領 と通常の所領との融合過程が進み,父 祖伝来の諸公領の比重はますます低

くなっていた。オプリーチニナ以前に自己の公領を失った諸公も多かった。 さ

らに男系の子孫が絶えたことで没落 した諸公も多かったのである。

他方諸公の土地所有自体はオプリーチニナ後もなくならなかった。諸公の所

領は平均 して他の封地階層のそれよりは大規模であり,諸 公 ・門閥貴族は相変

らず支配的地位を占め続けた。「オプ リーチニナはロシアの封建的土地所有の

構造自体を破壊することはなかった」(158)の である。

ではオプ リーチニナは何の影響 も与えなかったのだろうか。もちろんそうで

はない。著者によれば,オ プ リーチニナは個々の諸公 ・貴族には深刻な打撃を

与えた。それは諸公 ・貴族層の所領そのものを粉砕 したわけではなかったが,

支配階級内部での土地の再分配を促進 した。そしてそのことが結果的に修道院

領の拡大につながらた。オプリーチニナ後,封 地の比重が若干高まった可能性は

ある。ただこれをもっぱらオプ リーチニナの結果 とすることはできない。封地

制度の発展は16世紀における全般的傾向であったからである。16世 紀後半の封

地制度の発展 は,ヴ ォッチナを源泉に して行われたというよ りは,南西地方及

びヴォルガ流域地方における新領土の獲得の過程で行われたと考えるべきであ

る。

か くして,著 者にとってオプリーチニナとは反諸公 ・反貴族的傾向をもった

ものではありえず,ジ ミーンが主張 したように分領制の遺制に対 してむけられ

たものであった。だが分領制の遺制との闘いは別の方法で行いえた。事実 「選

〆
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抜会議」政府はこれを巧みに行 っていた。すでに16世紀ロシアの客観的な発展

がそれを克服する方向にむかっていた。暴力的な手段は不要であった。 しかも

当時のッァー・リ政府は急進的中央集権化政策を行 うための諸手段(機 関)を 備

えていなかった。中央と地方とを問わず官僚制は未発達であった。 ロシアは旧

体制の代表者たちの助力をまだ必要 としていた。それを無視 して中央集権化を

強行 しようとすれば,テ ロルしか残 されていなかった。だがそれは国家にとっ

て,ま た国民にとって苦難以外の何 ものも意味しないであろう。オプリーチニ

ナはその意味で 「進歩的」政策ではありえなかった。これが著者の結論である。

6

以上に本書の主要な内容は示 したと思 う。本書にはさらに二つの章がある。

だが第六章は基本的にはそれまでの諸章の補論であるし,第 五章も,土 地をめ

ぐる係争 と裁判に焦点をあて,土 地所有者階級の世界を具体的に描こうとした

極めて興味深い章ではあるが,本 書全体のなかでは言わば付論とみなしうるの

で,こ こでは紹介を省略することも許されるであろう。

本書の主張自体はここで要約する必要はあるまい。貴族対士族 という構図を

現実ではな く神話だとする(218)著 者の立場 は明 らかである。

本書の最大の価値は何よりも,15～16世 紀 ロシアの複雑な歴史的現実を出来

るだけ正確にとらえることを目指 して,そ の前提 としてこれまでのいささか安

易なシェーマを正面から,根 底的に批判 しようとしていること自体にある。著

者の批判や主張が受けいれ られるものであるかどうかはともかくとして,久 し

く前か ら叫ばれていた 「16世紀政治史の再検討」をこのような形で行ったこと

は大変に意義深いと思う。

ところで上のシェーマは統一国家の形成から中央集権化にいたる過程全体の

説明をね らった ものであったか ら,批 判も勢いこの間の経過全体を念頭におい

たものにならざるをえない。従って本書は15～16世 紀政治史上の諸問題全般に

わたる包括的な研究 となっており,数 々の興味深い見解や仮説を含んでいる。

本書のなかで最 も独創性に富むのは第二章と第三章であるが,な かでも注目
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され るのは,第 二章で著者がモスクワ支配下に入った諸公の運命の問題をとり

あげ,彼 らが必ず しも中央集権化に敵対 したわけではなかったことを主張 した

点である。 もとより著者が これを十分に行ったというわけではない。.結論が吟

味されなければならないのはもちろんだが,個 々の公国の内部事情にまで立入っ

たより本格的な考察が要請 されるだろうし,諸 公のみならず,そ の家臣(貴 族

からより下級の身分にいたる)の 動向なども探る必要があろう。だが1960年 に

中央集権国家の形成に関する大著を著 したJI.B.チ ェレプニーンが,そ の叙述

を1480年 代で終えていたことを思うとき3。),著者はここで重要な一歩をふみ出

したと言 うことができよう31)。

これに劣 らず重要なのは封地制度の成立をめ ぐる諸問題の検討(第 三章)で

ある。封地制度の成立をめぐってはこれまで も多 くの研究が発表されている32)。

だが16世 紀中葉までの封地に関 しては,研 究は主にノヴゴロ ド地方を対象とし

て行われてきた。これにたいし著者は何よりも中部ロシアに焦点を合わせ,ヴ ォ

ッチナとの相違の問題をはじめとする諸問題について独特な解釈をほどこした。

とくに重要なのは以下の諸点である。すなわち封地はそもそもの初めか ら世襲

30)ハ 。B.qepe㎜,06pa30B㎜ePyc"oroUeHTpa皿30B田Hororocy八ap㏄BaB

XIV_XVBB.M.,1960.

31)こ の方 向 で の研 究 はす で に ジ ミー ン,B.H.フ ロ リヤ,B.Gシ ュ リギ ン らに よ っ

て も推 し進 め られ て い る。 も ちろ ん 十 分 で は な いの だ が 。 と くに ジ ミー ンの研 究が

重 要 で あ る。 た とえ ばA.A.3㎜,Φeo坦 価Ka兄3HaTbTBep(臓oroHP兄3aH.

cKoroBeJ田KHxKH∬ 撒ecTB鷺MocKoBcKoe60兄pcTBoKoHUaXV¶epBo藍TpeTH

XVIB.《HcTopK兄CCCP》,1973,施.3.cTp.124-142;ero*e,C孤y泓KπHe

KH兄3bHBPyccKoMrocyAapcTBeKoHUaXV-11epBo跳TpeTKXV11㍉BK旺.:

双BoP冤HcTBoHKpeπocT1{o茸cTpo財PoccH買.cTp.28-56;ero)Ke,Cy34aπbcKHe

HpocToBcKKeKH∬3b兄BoBTopo負noπoBHHeXV一 コepBo茸TpeT翌XVIB・B=

《B㎝oMoraTe乃 服eKcTop四ec【 ㎝e耶c四 ∬湿珊u》 帖7,(1976ンcTp.56-69;ero

泓e・KH別KecKa兄3HaTbHΦopM亘poBaH鷺ecocTaBaBoHpCKo茸AyMHBoBTopo煎

no皿oB職1eXV¶epBo厳TpeTKXVIB・B:《HcTop職ecKHe3a皿cKH》 □

(1979).cTp.195-241.

32)比 較 的 最 近 こ の間 題 に取 り組 ん だ 研 究 者 だ けで も,A.A.ジ ミー ン,LB.ア ブ ラ

モ ー ヴ ィチ,K).Lア レク セ ーエ フ,A.H.コ ーパ ニ ェ フ,A.M.サ ー ハ ロ フ,

A.分.デ クチ ャ レフ,H.H.ソ コ ロ ヴ ァ,E.n.マ マ ー トヴ ァ,E.A.キ ー セ レ フ,

H.K.フ ォー ミン,B.PLク ズ ネ ツ ォ フ等 が あ げ られ る。 我 が 国 で も浅 野 明 氏 が,

ノ ヴ ゴ ロ ド地 方 の 「知 行 地 制 」 の 研 究 に取 組 ん で お られ る。
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されていたとする点,封 地保有者nOMe邸 凪 とは元来新 しい地 に封 じられた

者,す なわち他地方出身の勤務人をさす語であったとする点,封 地制度の出現

を修道院の所領獲得活動と結びつけて説明する点,さ らには封地保有者の大部

分が諸公,門 閥貴族層であるとした点である。著者はこのような観察に基づい

て,封 地制度の歴史的意味を 「古 くか らの封建家門への土地の保障」 にあっ

たと考えたのであった。

これとの関連で著者がいわゆる士族層の支配階級への本格的参入を通説より

非常に遅 い時期においていることにも注 目しておきたい。通常モスクワ君主は・

早い時期から士族層に依拠 しつつ諸公門閥貴族層 と対決 したと考えられている

が,著 者 によれば新 しい社会層 としての士族層が封地保有者の主流を占めるよ

うになるのは16世 紀後半,と くに最後の四半世紀であり,そ れまでは諸公 ・門

閥貴族層が依然として勢力をふるい,政 府もそれを考慮にいれざるをえなかっ

た,と いう。その際注意 しなければな らないのは,こ のように長期にわたって

勢力を保持 した諸公 ・門閥貴族が反中央集権的であったのではなかったことで

ある。諸公はあくまでもモスクワ君主の支配権を認めた上で,つ まりモスクワ

国家の枠組のなかで,そ れなりの特権を求め,モ スクワ君主の側もそれを考慮

した,と 著者は考えている。

その他にも西欧貴族 とロシア貴族との比較(46～47),1551年5月11日 の布

告や1550年 法典第85条 の解釈(68-83,196-198)2通 説の背後 にある}Ln.

パヴロフーシリヴァンスキーのロシア貴族観への批判(203-206) ,コ ル ムレー

ニエ制廃止の意味づけ(212-214)等 々に興味深い見解が数多 くみ られ る。 さ

らにA.A.ジ ミーンのオプ リーチニナ観を厳 しく批判 したP.r.ス ク

ルィンニコフに対する著者の批判(145-147,150-156な ど)も 重要である。ジ

ミーン自身が正面きって反論 しなかったのみならず,ス クルィンニコフにたい

する本格的な批判が これまでほとんどみられなかったか らである33㌔

33)ジ ミー ンは もち ろん,そ の オプ リー チ ニ ナ研 究(前 掲 注7)で ス クル ィ ンニ コ フを 批

判 して い な い わ け で は な い 。(た と え ばCTP112,162,341な ど)。 だ が ス ク ル ィ

ンニ コ フの 二著(前 掲注29)刊 行 後,こ れ を 本 格 的 に 批 判 して い る の は,A.JI.

XopoロIKeBHqと の共 著Pocc醐BpeMeHKHBaHarpo3Horo,M"1982,cTp.107一
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最 後 に,著 者 は序 論 を 中心 に して 史料 や 用語 の解 説 を 行 い,ま た史 料 批 判 や

あ い ま いな 用 語 の検 討 を 行 って,本 書 の価 値 を 高 め て い る。 と くに 中世 に お け

る偽 作 文 書 の 問 題(19-23,190-192),BBe八e㎜e60只peを め ぐ る問 題 の 検

討(168-175)は 興 味 深 い 。
し

以上本書が興味深 くかっ大変に貴重な研究であることは疑いがない。だが問

題がないわけではない。何よりも本書は,こ れまでに激 しい論争の対象となっ

てきた諸問題を総括的に扱っている。著者の立場は多 くの場合反通説的である。

それゆえ当然多数の反批判が予想される。著者が自己の立場を論証 しようと努

めていることは言うまで もない。だが多 くの点で十分でないことも事実である。

著者自身が認めているように(114,121,143な ど),本 書 は多 くの仮説 を含

んでおり,ま た高度に論争的である。 それは半ば実証研究であるが,半 ば史学

史研究でもある(と くに第一,第 四章)。 方法論も含めて著者の見解の多 くは

今後さらに煮っめられて行 く必要がある。 ここでは本書の抱える問題点(そ の

いくつかはすでに注において指摘 しておいた)を とくに考察の対象とすること

はできない。以下に主な点を指摘するにとどめておこう。

まず最初は第一章で,北 東ルーシにおける貴族領の成立をもろばら 「上から」

の道で説明しようとしている点である。著者はここか ら北東ルーシ貴族の力が

弱かったという結論をひき出したが,は たしてそう簡単に言い切れるだろうか。

著者は 「下から」の道の例は史料的に裏づけられないという。だがそのことが

「下から」の所領形成が行われなからたことをさすわけではあるまい。「下か

ら」の道はおそ らく史料に残 りに くかった。しかも北東ルーシ諸公国が発展を

始めた12-13世 紀には,自 然経済的条件下で,所 領は,著 者も認めている如く,

「副次的経済」手段で しかなかった。それゆえ所領の 「上から」の下賜それ自

110.な どで しか な い 。 そ れ以 外 に はCM.Ka田TaHoBの コ メ ン ト(HcTop瑚

CCCP.1967.漁.5.cTp.168-169)が 目立 つ に す ぎ な い。 外 国 で は ア メ リカ のD.

C。Waugh(Kritika,Vo1.IV,No.1.1967,p.17-25)と ポ ー ラ ン ドのZ.

Wδjcik,(KwartalnikHistoryczny,R.LXXXILz。2,1975.S.378-

382)が 論 評 して い る。 両 者 と もに ス クル ィ ンニ コ フの 研究 の か か え る 問 題 点 を 適

切 に指 摘 して い る。
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体 は,著 者 が 言 う ほ ど に決 定 的 で はな か っ た。 重要 な の は む しろ農 業 を初 め と

す る経 済 発 展 全 般 の 未 発 達 で あ っ た。 それ が 貴 族 階 級 の 成長 を妨 げ,結 果 的 に

公 権 力 の相 対 的 強 化 を よ び お こ した と考 え るべ きで あ るよ う に思 う。

次 に著 者 は第 二 章 で モ ス ク ワ支 配 下 に入 っ た諸 公 が一 定 の特 権 と勢 力 を保 持

しなが ら も中央 集 権 化 に敵 対 しな か っ た こ とを 説 いた が,そ の 際 諸 公 が何 らか

の 団体 を形 づ くっ て い た こ とを随 所 で 暗 示 した。 た とえ ばKli朋 ζec畷eKopπo.

pa㎜(70,79,118な ど),KK珊KecK朋06瑚Ha(77),㎝y氷Hπo.3e概eBπ 瓠e

J恥可ecK疏eKopnopa㎎(89),Kopllopaロ 皿cJW)KH㎜ 【KH∬3e員(157),TepPH-I

TopuaπbHoBoeHHo.c耳y派HπHeKopHopa騨(198)な ど で あ る。 これ ら は

一 つ を 除 いて いず れ も複 数形 で 用 い られ て お り
,諸 公 が 一 つ の身 分 組 織 を形 成'

して いた わ け で は な い こ とを 明 らか に した 点で は,著 者 は正 しい。 だ が これ ら

の 団体 が 何 で あ るか に つ い て は著 者 は ほ とん ど説 明 しな い。 筆 者 の理 解 す る限

り,こ れ らは諸 公 家 を一 単位 とす る単 な る血 縁 的 団 体 に す ぎ な い よ うだが34},

だ とす れ ば団 体 と い う語 は 大 い に誤 解 を 招 く。 各 家 門が(時 に は 同一 家 門 内の

個 々の 貴 族 も)孤 立 し,場 合 に よ って は互 いに 争 った こ とが む しろ諸 公 の 力 を

弱 め たの で あ っ た 。

封 地 とヴ ォ ッチ ナ の関 係 をめ ぐる著 者 の 極 め て 独創 的 な 見 解 も様 々 な 点 で問

題 とな るで あ ろ う。 た とえ ば著 者 は封 地 制 度 の成 立 を修 道 院 所 領 の 拡 大 傾 向 と

の み関 連 させ て い るが,そ れ は は た して 正 しいの だ ろ うか。 モ ス ク ワ君 主 は圭ポ

地 を授 与 した場 合 に,忠 実 な勤 務 を期 待 しな か っ たの だ ろ うか 。 ヴ ォ ッチ ナ所

有 者 が 勤 務 して い た のが 事 実 だ と して も,そ れ は いつ か らで,そ の 勤 務 は絶 対

的な義 務 で あ ったのだ ろ うか 。 また 勤務 の質 と量 に違 い は な か った の だ ろ うか 。

これ らは,単 な る疑 問 にす ぎ な いが,い ず れ に して も著 者 は この よ うな 点 に 立

入 って 論 じて は いな い 。

最後 に 著 者 の オ プ リー チ ニ ナ論 も問題 な し と しな い。 何 よ り も問 題 と な るの

34)確 か に著者 はCTP.79で 単な る血縁団体で はな く,地 理的な もので もあ る ことを

主張す るが(Tepp盟op幽 πbH(トreHeaπor澗eαζ跡eKopπopa翼 田),そ れ もあ る地域

の諸公全員(家 門 にかかわ らず)を 含む団体ではな く,あ くまで も各 家門 ごとの団

体(reHeamr四eα ㎝e!!)に す ぎな い。
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は,著 者はオプリーチニナ以前の政治 ・経済的発展の客観的条件から判断して,

オプリーチニナの目的が反諸公 ・貴族闘争ではなかったことを説いたのだが,

ここではオプリーチニナの創設者(イ ヴァン雷帝)の 意向がほとんどまったく

無視されている。客観的情勢はどうあれ,イ ヴァンは諸公 ・貴族を敵とみた,

ということもありうるのである。他方,彼 自身はオプ リーチニナが反分領制的

であったと考えているが,は たしてこれは反諸公 ・貴族的 とどれほどちがうの

だろうか。実は彼はこの点ではジミーンの説 をっいでいるのだが,ジ ミーンは

オプリーチニナが諸公 。貴族一般を敵 としたものではなかったことを説 く一方,

真の敵をスタリツキー公,教 会,ノ ヴゴロドと限定 していたのであった。また

著者はオプリーチニナがある意味では不適切な政策であったことを説いたのだ

が,他 方で 「選抜会議」の政策を理想化 している側面 もあるように思える。

著者のスクルィンニコフの批判 も必ず しも説得的ではない。彼は1565年 カザ

ン流刑に関 してスクルィンニコフを批判 したが,そ の批判自体は正 しいとして

もカザン流刑がもった意味は消えないように思う。またスーズダリ諸公に分離

主義的傾向のなかったことを説 くが,彼 らが大 きな勢力を誇っていたこと自体

は否定できない。

以上いくつかの疑問点を述べてみた。だがそれらは本書にも問題点がないわ

けではないことを意味するにすぎない。本書の公刊を契機に15-16世 紀政治史

研究の活性化が期待されるところである。


